
資料５ 

福井県中高一貫教育検証委員会開催要綱 

 

 

１ 目的 

 

令和２年６月に福井県高等学校教育問題協議会が答申した「今後の県立高等学

校の魅力化の方策について」を踏まえ、高志中学校の第１期生が高志高校を卒

業したことを機に、成果と課題を検証するとともに、連携型中高一貫教育校の

地域の実情等も考慮して今後の中高連携の在り方を検討する 

 

 

２ 構成員 

 

別紙のとおりとする。 

座長は福井県高等学校教育問題協議会の会長を充てる。座長は座長代理を指名

することができる。また、座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を

求めることができる。 

 

 

３ 会議の運営 

 

（１）会議の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。 

（２）会議の庶務は、教育庁高校教育課において処理する。 

（３）この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、会議に

おいて定める。 

 

 

附則この要綱は、令和３年６月７日から施行する。 


